
 

 

令和３年第３回 福岡市早良区選挙管理委員会 
 

                     令和３年３月１日（月） 午前10時～ 

                     早良区役所 中会議室 

 

 

 

議      題 

 

 

１ 議   案 

議案第６号 選挙人名簿から抹消する者について                    ・・・ P.1 

議案第７号 選挙人名簿に登録する者について                 ・・・ P.3 

    

２ そ の 他 

   今後の委員会開催予定について                           ・・・ P.7 
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議案第６号 

 

   選挙人名簿から抹消する者について 

 

 選挙人名簿から次の者を抹消する。 

 

  令和３年３月１日 

 

                     福岡市早良区選挙管理委員会 
                      委 員 長  中 邨   勝 

 

 

１ 抹消する者の数    475人 

内訳  死亡者       97人 

市外転出者     378人 

      

 

２ 抹消する者の氏名等   別冊のとおり 

      

 

３ 抹消年月日       令和３年３月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議案の根拠） 

  ・公職選挙法第28条の規定による。 

（登録の抹消） 

公職選挙法第28条 市町村の選挙管理委員会は，当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の各

号のいずれかに該当するに至つたときは，これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この

場合において，第４号に該当するに至つたときは，その旨を告示しなければならない。 

  （１） 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

（２） 前条第１項又は第２項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後４箇月

を経過するに至つたとき。 

（３） 第30条の６第２項の規定による第30条の２第３項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をする

こととするとき。 

（４） 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 
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（ 参 考 ）         

 

１ 死亡者 

   令和３年２月１日から令和３年２月28日までに，区長から通知を受けた死亡者 

 

２ 転出者 

   令和２年10月１日から令和２年10月31日までに，市外へ転出した者 

 

３ 抹消の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   前回定時登録日以降の抹消者数 

 

区分 男 女 計 

死亡 48 49 97 

転出 210 168 378 

誤載 0 0 0 

合計 258 217 475 

(単位：人) 
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議案第７号 

 

   選挙人名簿に登録する者について 

 

 令和３年３月１日現在において，選挙人名簿に登録される資格を有する者を，次のとおり選挙人名

簿に登録する。 

 

  令和３年３月１日 

 

                        福岡市早良区選挙管理委員会 

                         委 員 長  中  邨   勝 

 

 

１ 登録する者の数      1,671人 

 

２ 登録する者の氏名等   別冊のとおり 

 

３ 登録年月日        令和３年３月１日 

 
 

（議案の根拠） 

 ・公職選挙法第19条第２項及び第22条第１項の規定による。 

(永久選挙人名簿) 

公職選挙法第19条 

 ２ 市町村の選挙管理委員会は，選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし，毎年３月，６月，９月及び12

月（第22条及び第24条第１項において「登録月」という。）並びに選挙を行う場合に，選挙人名簿の登録を行う

ものとする。 

(登録) 

公職選挙法第22条 

１ 市町村の選挙管理委員会は，政令で定めるところにより，登録月の１日現在により，当該市町村の選挙人名簿

に登録される資格を有する者を同日（同日が地方自治法第４条の２第１項の規定に基づき条例で定められた地方

公共団体の休日（以下この項及び第270条第１項において「地方公共団体の休日」という。）に当たる場合（当

該市町村の区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において，登録月の１日が当該選挙の期

日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるときを除く。）には，登録月の１日又は同日の

直後の地方公共団体の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。）に選挙人名簿に登録しな

ければならない。ただし，市町村の選挙管理委員会は，天災その他特別の事情がある場合には，政令で定めると

ころにより，登録の日を通常の登録日後に変更することができる。 

 

（定義） 

○補正登録(公選法第26条)…登録の際に登録されるべき資格のある者が，選挙人名簿に登録されていないことを知っ

た時にただちに登録すること。≪調査請求（29条），帰化，国籍取得≫ 

○追加登録(公選法第22条)…定時登録月の１日現在や選挙時登録時に，新たに選挙人名簿に登録される資格を有する

者を登録すること。≪他市区町村から転入してから３カ月を経過した者，新たに18歳に

なった者≫ 

○移替え(公選法施行令第17条)…本市区域内における他の投票区の区域内（早良区内の住所異動を含む）に住所を異

動した者の，選挙人名簿を異動させること。 
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そ の 他 

 

○ 今後の委員会開催予定について 

 

開催回 会議の別 月 日 開始時刻 場 所 

第４回 臨時 ３月11日（木） 午前10時 

早良区役所 

応接室 

第５回 臨時 ３月24日（水） 午前10時 

第６回 臨時 ３月25日（木） 午後６時 

第７回 臨時 ４月８日（木） 午後６時 

第８回 臨時 ４月11日（日） 午前10時 

第９回 定例 ４月20日（火） 午前10時 
早良区役所 

中会議室 
第10回 定例 ５月20日（木） 午前10時 

 

 

 〇市・区選管委員長事務局長会議（市主催）・・・中邨委員長、進藤事務局長出席 

  

  ３月９日（火）午後４時15分～ 早良区役所応接室集合 

午後４時30分～ Web会議 （1時間程度） 

 

  ※別途通知文がある予定 


